
 

営業目標の改正について（2016年 12月 1日改正） 

 

 日本郵便信越支社金融営業部は、本日（11月 30日）「営業目標の改正について（2016

年 12月 1日改正）」について地方本部に説明してきました。 

 

今般の目標改定は目標算定要素である社員数に増減が生じたことから、改定を行う

ものです。 

 なお、以下の郵便局については販売所の廃止または移転により郵便収入および年賀

販売枚数を減とするものです。（佐渡支部内の郵便局については４～７月の臨時出張

所廃止により郵便収入減） 

 

郵便収入および年賀販売枚数を減とする郵便局 

高土町 新谷 鷲崎 

帯織 長野相ノ木 河崎 

大面 科野 両津湊 

竹野町 両津 和木 

月潟 浦川 白瀬 

新潟大野 水津 月布施 

 

 １．目標額の改定局 

    ５１局（局別の改定額については、支社資料参照） 

 

 ２．改定日 

    ２０１６年１２月１日（木） 

  

  なお、労使の扱いは職場労使委員会（窓口）・部会労使委員会（窓口）です。 

※ 職場周知については、個人目標にも影響する場合があることから、労使委員

会開催前に行なうことも「可」とします。 
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